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本 茂

環境問題の是正を目的に環境税を利用するという概念は、ピグーにより 1920年代に提唱された。

しかし、環境政策の手段として環境税を実際に利用する作業は、環境経済学のテキストブックで論

ぜられる概念的なものより遥かに複雑である。本稿の目的は、環境経済学の近年の研究を整理し、

環境政策の手段として環境税を利用するために克服すべき課題を明示することである。
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はじめに

Pigou (1932)は、負の外部性の存在下では生産活動に要する「社会的限界費用Jが「私的

限界費用Jを上回るため、公共介入による是正措置がとられない限り、生産水準が過剰とな

り社会厚生水準が低下することを示した。その後、 Coase(1960)により一時疑義が呈された

が、「外部不経済Jを是正するために公共部門が介入する必要があることは、多くの経済学者

の間で合意されている。では、外部不経済を是正するために、公共部門はどのように介入す

べきなのだろうか。この点に関して言えば、Pigouによる問題提起がなされてから80年が経過

した今も、多くの問題点を抱え込んだままである九

「厚生経済学Jが「環境経済学jへと変遷し始めた1970年代前半、「環境問題」は「公害問

題」と呼ばれていた。公害問題では、企業が環境汚染を引き起こし、住民がその損害を被る

という図式が明白であった。市民の基本的人権を守るべく、行政は、企業の産業活動を規制

し、環境被害を引き起こした企業へは損害賠償責任を負わせ、公害問題の解決を図った。環

1)環境政策の選択に関する議論は精力的に行われるようになってきている。例えば， Hahn (1989)， Crop-

per and Oates (1992)， Barthold (1994)，があげられる。
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境経済学の理論も、こうした背景のもとに生成・発展していくこととなった。

想像に硬くないよう、経済学者が環境政策に関して最初に注目した点は、負の外部性の問

題を「直接規制」により解決するという行政手法であった。公害問題の解決を行うために、

行政当局は、使用燃料や製造工程を規制し環境問題の解決を目指していた。しかし、直接規

制による行政介入は、他の多くの経済学の分野で示されてきたように、弊害(社会厚生の損

失)を伴うこととなる。各汚染源の技術条件が異なるため、直接規制の下では汚染物質の限

界削減費用が汚染源毎に違ってくるo こうした点を加味し、全汚染源の限界削減費用を同一

化するためには、各汚染源の汚染物質の削減技術に関する情報が必要となるが、行政当局が

これらの情報を正確に得ることは望めない。

一方、環境税により負の外部性の問題の解決が図られた場合は、上述の弊害を取り除くこ

とが出来る。環境税が課されることにより、全汚染源の汚染物質の限界削減費用が同ーとな

り、一定量の汚染物質を削減するための社会的費用は最小化される%また、汚染物質削減費

用の効率化に加え、環境税の導入は、長期的な視点から見ても直接規制より望ましい。これ

は、環境税の導入により、企業が税負担を軽減すべく汚染物質の削減技術を開発・改良する

インセンティプを常にもつようになるためである。

以上が、経済学者が汚染物質の削減を直接規制でなく環境税により実施すべきであると考

える理由であるが、果たして、現実の環境税がこうした効率性を求めた税制となっているだ

ろうか。

1 .概念的な環境税と現実の環境税の相違

岡・諸富(1997)、諸富 (2000)は、ドイツの排水課徴金について分析を行い、ドイツで実

際に利用されている排水課徴金は、経済学者が期待するような効率性を兼ね備えていないと

指摘する。ドイツは、当初、「ポーモノレ・オーツ税Jとして排水課徴金の導入を目指した。し

かし、蓋を空けてみると最低要求水準を満たした排出源からは課徴金を減免するといった料

率体系が設けられているなど、各排出源の汚染物質の限界削減費用の均一化は実現されてい

ないようである。

現実の環境税が、経済学者が期待する効率性を確保できない理由として、岡・諸富は幾つ

かの要因を挙げている。第 1の要因は、「制度的制約Jである。環境税を導入するに以前に、

通常何らかの直接規制が利用されているが、新たに環境税を導入するに際して、既存の直接

2)社会厚生水準の最大化を目的とするのではなく、一定量の汚染物質の削減に要する費用の最小化を目

的とする税を提唱者の名前をとりポーモル・オーツ税と呼ぷ (Baumoland Oates 1988)。

138 



環境税の利用可能性(松本) 267 

規制を完全に取り払うということは難しい。現実的には、直接規制が存在するという条件下

で、環境税が導入されることとなるo

第 2の要因は、「環境税と直接規制の負担水準の差」である。仮に、環境税が導入された場

合の負担水準が、直接規制が導入された場合の負担水準に比べ大きいなら、企業が環境税の

導入に消極的になるのは当然である。とりわけ、直接規制のもとで費用負担を免除される公

算が大きい排出量がもともと少ない企業は、環境税の導入に反対する可能性が高い。こうし

た企業が課徴金制度の導入に強く反対するようであれば、全ての企業に汚染物質の排出にお

いて一律同じ負担義務を負わせるという、経済学者が望むような形で環境税を導入すること

は難しい。

第3の要因は、「税負担の公平性jの問題である。環境税は、汚染物質を多く排出する企業に

より多くの負担を強いることとなるが、実際の環境政策では企業間の負担水準の平準化が目

指されることが多い。これは、ドイツの排出課徴金制度に限ったことではなく、その他の環境

税の導入に関しても共通であるo 例えば、二酸化炭素税を導入しているヨーロッパ諸国の間

でも、エネルギー多消費型産業に減免措置を儲け、負担水準の平準化が目指されている九

以上の岡・諸富による指摘は、環境政策として環境税を活用するにあたり、必ず問題とな

る事項である。確かに、実際の環境税は効率性を求めただけのものとはなっておらず、理論

的見地から環境税の効率性を訴えるだけでは、環境税は環境政策の一手段として受け入れら

れそうにない。また、以下で詳しく議論するよう、岡・諸富の指摘する観点に留まらず、ピ

グー税やポーモル・オーツ税といった形式で環境税を利用出来る状況は極めて限定的である。

それでは、環境問題の概念的な解決策ではなく、環境問題の実際の是正手段として環境税を

利用していくために、我々はどのような課題を克服していく必要があるだろうか。本研究ノ

ートの主眼は、環境経済学の分野での近年の研究成果を精査し、この疑問に答えていくこと

である。

2.環境税利用に際する問題点

2.1.課税対象と政策手段の選択に関する問題

環境税による環境問題の是正方法を説明する時、テキストプックでは、横軸に生産量 (Q)

を縦軸に価格($)をとった次ページのような図が利用される。ここで、図中 Dは需要曲線

を示す。私的限界費用 (PMC)と社会的限界費用 (SMC)の不一致から生産水準が過剰とな

り (Qp*はQs*はより大きい)、黒枠部分に相当する社会余剰が失われることが確認される。

3)例えば、 OECD(1999)、三橋(1998)を参照。
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図 1 負の外部性の存在下での社会厚生の損失

その時、私的限界費用と社会的限界費用の差を調整するよう課税を実施することによって、

社会余剰が拡大することが示される。

ここで始めに問題となるのは、「何に課税をするべきかJという点である。簡便化の目的で

横軸に生産量をとった上のような図を用いるためにしばしば発生する誤解は、「環境税の利用

目的が生産水準の削減であるjというものである。環境税の利用目的は、あくまで社会厚生

水準の向上であり、生産物の削減自体ではない。言い換えるならば、生産物の削減を第一義

的な目的として課税が実施されているのではなく、汚染物質の削減を第一義目的として課税

が実施されているであり、汚染物質の削減を目指した副次的な結果として、生産水準が低下

することとなるのである。

生産物に対して課税を行った場合、その効果は汚染物質に対して課税を行った場合と異な

ったものとなる (Spulber1985， Fullerton， Hong， and Metcalf 2001)。また、理論的にも社

会余剰の最大化を実現するためには、生産物ではなく汚染物質に直接課税するべきである。

こうした理由から、環境税の議論の多くは、汚染物質に課税することを前提としてきた。ま

た、少なくない政策的インプリケーションもこの前提に基づいて提唱されてきた。

それでは、汚染物質に直接課税することは実際可能であろうか。再び、現実に利用されて

いる環境税を分析してみると、テキストプックスタイルで汚染物質に直接課税されている環

境税は、あまり多くないことが分かる九その他の環境税は、殆どが汚染物質に直接課税をす

4) OECD (1999)を参照。
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る形式となっておらず、汚染物質の補完財に対して税を課す形式となっている。しかし、こ

うして補完財に対する課税が利用される場合には、汚染物質に直接課税することを前提とし

て提唱されてきた環境政策の妥当性を改めて検証し直す必要性が出てくる。

簡素化のために、しばしば環境政策の実施費用 (EnforcementCost)が省略され議論が行

われるが、環境政策の妥当性を検証するためには、環境政策の実施費用を含めて議論しなけ

ればならない。実際のところ、汚染物質への直接的な課税があまり多く見受けられない主た

る理由は、政策の実施費用が高くつくからである。汚染物質に対し直接課税する「排出税J

による環境政策の実施費用が高価になり過ぎないためには、(1)汚染物質の排出量測定が容易

である、 (2)汚染物質の排出状況のモニタリングが安価である、 (3)違反者に対して的確な懲罰

を与えることが出来る、ことが条件となる九

二酸化硫黄税に関しては、 1年間 1トン当り幾らという形式で、汚染物質の排出量に応じ

た排出税が利用されているが、これは、(1)二酸化硫黄の排出量を測定するための機器設置が

容易であるへ (2)排出源は主として固定発生源であり、その数が限られておりモニタリング費

用が安い、 (3)違反者の数がもともと少なく懲罰メカニズムをそれ程気にする必要がない7)、と

いった条件が満たされていたからである。

その他の汚染物質のコントロールについては、こうした条件が一般的に満たされない。水

質汚染の要因となる排水規制に関しては、通常濃度規制が利用されており、汚染物質の含有

量を測定して汚染物質の排出量に応じた課徴金を課しているわけでない%また、二酸化窒素

や浮遊粒子状物質といった大気汚染物質は主として自動車から排出されているが、個々の車

からの汚染物質排出状況を逐次モニタリングすることは出来ない。産業廃棄物処理問題や海

洋汚染問題などは、年間1，000件を超える公害犯罪が発生しており、違反者に対する懲罰メカ

ニズムの議論をなくして、環境政策を議論するのは適当でない。

汚染物質の排出量測定が困難である場合、もしくは、排出状況のモニタリング費用が高価

である場合、汚染物質に課税する政策は選択され難い。こうした場合、「セカンドペストの政

策Jとして最初に検討されることは、恐らく、汚染物質の補完財に対して課税をすることで

あろう。例えば、自動車から排出されるこ酸化窒素や浮遊粒子状物質を削減するために燃料

に課税する場合、或いは、河川の富栄養化問題を是正するために肥料に課税をする場合、な

どはこうした補完財に課税をする政策に該当するo

5) この条件は、汚染物質の排出量を取引対象とする排出権取引に関しでも同様である。

6) Ellerman他 (2000)を参照。

7)阿部泰隆・淡路剛久(1995)を参照。

8 )岡(1997)を参照。
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Schmutzler-Goulder (1997)は、モニタリングが不完全にしか実施出来ない場合について、

汚染物質と製品の両方に課税する政策を検討した。彼らの論文では、モニタリングの費用が

高価な場合には、汚染物質に対する課税を諦めy 製品に対して課税を実施し、間接的に環境

汚染の問題を解決していくことが望ましいことが示されている。 Vatn(1998)は、環境に対

する負荷は、本来、資源の採掘・生産・消費というマテリアルフローの視点から分析する必

要があり、どの段階で環境規制が実施されるかにより、その効果も異なってくると主張する。

彼の論文は、上流から下流へ行くにつれ環境負荷(取引費用)が大きく増大する場合、投入

税を用いた環境規制を選択することが懸命であることを示している。

しかし、汚染物質以外のものに課税するというオプションを考慮にいれてくるのであれば、

Schmutzler-GoulderやVatnが行っている課税対象の選択に関する議論だけでは、環境政

策として環境税を利用する議論には不十分である。これは、汚染物質の課税の下で適切であ

ると考えられる選択肢が、その他の補完財に課税を行った場合にも適切であるとは限らない

からである。

~atsumoto (2001)は、投入財に対する課税が適用された場合には、汚染物質に対して課

税する場合には不要であると考えられている補助金・助成金を環境政策の一手段として併用

する必要があると主張する。投入財に課税する場合は、企業問の汚染吸着技術の差が考慮さ

れなくなるため、より優れた汚染吸着技術を用いて環境負荷の軽減を目指す環境に優しい企

業に対して、補助金・助成金を交付すべきであるという見解が述べられている九 Walls-

Palmer (2001)は、ごみ問題に関するモデルを構築し、ごみ廃棄を直接コントロールするこ

とが困難である状況下では、ディポジット・リファンドシステムを活用すること、環境に優

しい財への補助金制度を活用すること、などが必要であると論じている。 Innes(1996)は、

自動車による大気汚染問題を取上げ、排ガス規制としてガソリン税や燃料基準を利用すると

同時に、燃費の良い自動車に優遇措置を設けるといった様々な対策の併用が必要であること

を示している。

上記のいずれの研究においても、汚染物質に対する直接的な課税を実施できないセカンド

ベストの状況下では、一つの手段により環境問題の解決を図るよりは、複数の手段を併用し

環境問題の解決を図ることが望ましいことが示されている。また、それぞれの環境問題の特

性に応じたテーラーメイドな対応策が必要であり、環境政策の手段として環境税を用いるた

9)補助金・助成金の必要性は、諸富が論ずる制度的制約により発生しているとも言える。一般的に、燃

料規制などの投入財による規制が実施された後に、汚染物質の吸着技術などは進歩することとなる。

このため、新技術を普及させるためには、新技術を導入した企業に対して補助金や助成金を交付する

必要が出てくるo 実際、日本の二酸化硫黄対策では、そのような手段がとられてきた。
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めにメカニズムの再検討を行うことが必要であることが述べられている。

2.2.懲罰制度の設計に関する問題

環境政策の是非を論じるにあたって、環境政策の実施費用を含めなければならないことを

先に論じた。課税対象と政策手段の選択に関する問題に加え、環境政策の実施費用を考慮し

ていく上で大きな問題となるのは、懲罰制度の設計に関する問題である。

違反時に課される「罰則金Jに違反を発見される「確率Jを掛け合わせた「罰則金の期待

値jが、「環境規制の非遵守によるメリットJより大きい限り、企業は環境規制を道守するは

ずである川。この場合、罰則金を高めに設定することにより、懲罰制度の設計に関する問題を

回避出来るo しかし、実際の環境規制の例を眺めてみると、罰則金を高く設定することによ

り問題の解決を図っていると考えられるケースは稀である。

例えば、日本の公害犯罪では、法定刑は、故意犯の場合(故意有害物質排出罪)には、 3

年以下の懲役または300万円以下の罰金、過失犯の場合(過失有害物質排出罪)には 2年以下

の懲役もしくは禁鋼または200万円以下の罰金となっており(阿部泰隆・淡路剛久 1995)、

量刑・罰則金の程度は、無許可で汚染物質が排出された場合に発生すると予想される公害被

害に比較して極めて小さい。こうした公害犯罪に関する量刑の軽きや罰則金の低さは、我が

国特有の現象ではなく、諸外国においても同様である。

公害犯罪の発生状況を分析してみると、分野によってばらつきがあることが見て取れるが、

幾つかの分野では殆ど犯罪が発生していないことが分かる(次ページ表 1参照)。軽い量刑や

低い罰則金のもとでも犯罪の発生が少ないということは、犯罪の発見される確率が高いとい

うことを意味するのであろうか。問題はもう少し複雑なようであり、何等か別の説明が求め

られているようである。

Harrington (1988)は、懲罰制度の設計に関する問題を、 1回きりで終了するゲームによ

り分析するのではなく、繰り返しゲームによって分析することにより、違反が発生しない理

由を説明できると主張する。彼の論文では、環境規制を避守しなかった企業にイヤマークを

するようなシステムを設げることにより、小額な罰則金を用いても、企業に環境規制を遵守

させるインセンティプを付与出来ると述べる。また、多額な罰則金をフォーマルな形式で課

さなくとも、環境規制を遵守しなかった企業名を公にすることによって、企業に環境規制を

遵守させるインセンティプを付与することが出来ると論ずる。 Harringtonは、罰則金が低く

ても違反が発生しないケースとして、大気汚染防止法と水質汚濁防止法を取上げているが、

10) ここでは、企業がリスクニュートラルであると仮定する。
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表 1 罪名別公害関係法令違反事件受理件数

罪 名
1997年 1998年 1999年

人員 構成比 人員 構成比 人員 構成比

自然公園法 17 0.7 15 0.5 6 0.00 
人の健康に係る公害犯罪の処理に関する法律 1 0.0 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1，932 76.5 2，490 79.5 2，805 82.2 
毒物及び劇物取り締まり法(15条の2)
へい猷処理場等に関する法律と畜場法 (3条1項、14条1項1号) 4 0.2 
軽犯罪法(1条14号、27号) 1 0.0 8 0.3 0.0 
水質汚濁防止法 59 2.3 45 1.4 28 0.8 
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 481 19.0 484 15.5 540 15.8 
港則法 (24条1項) 10 0.4 17 0.5 3 0.0 
河川法(施工令16条の4・1項2号，16条の5・1項，16条の8・l項1号) 5 0.2 4 0.1 3 0.0 
下水道法(12条の2.......12条の6、12条の11、37条の3、29条の2) 2 0.0 
大気汚染防止法 3 0.1 1 0.0 
公害防止条例 2 0.1 2 0.0 
漁業調整規則(水産資源保護法4条l項4号に基づくもの) 9 0.4 15 0.5 3 0.0 
その他 4 0.2 51 1.6 19 0.6 

バ口~ 計 2，525 3，133 3，412 

出展:環境白書(法務省調べ)

表 1からみてとれるよう、これらの分野では確かに公害犯罪が少ない。

大気汚染防止法や水質汚濁防止法の対象となる工場や指定作業所では、長期にわたり操業

が行われる場合が一般的であり、 Harringtonの主張のよう、行政と企業の間で繰り返しゲー

ムが展開されていると考えるのが妥当であろう。また、工場や指定作業所を利用する事業で

は、固定資本の費用割合が高いため、違反が発見され操業停止などの事態に追い込まれた場

合、失うべきものが相対的に大きいとも考えられる。

行政と汚染者の間で繰り返しゲームを展開することにより、環境政策の実施費用を低下さ

せることは望めそうである。それではこの方法を、その他の分野にも活用出来るだろうか。

この問題について明確な答えを出すのは、今の段階では難しそうである。しかし、幾つかの

条件について議論は出来そうである。第1に、大気汚染防止法や水質汚濁防止法の対象となる

工場や指定作業所は、その数が限られている。従って、環境汚染の問題が発生した場合、ど

の排出源が違反をしたかを同定することが比較的容易である。一方、排出源の数が多い場合

には、違反を行った排出源の同定は極めて困難であるo第2に、工場や指定作業所は固定発生

源であり、汚染物質はいつも同じ場所(煙突や排水溝)から排出されている。従って、モニ

タリングすべき場所が限定的である。一方で公害犯罪が頻繁に発生する分野は、先に述べた

よう、廃棄物処理問題や海洋汚染問題といった分野であるが、これらの問題は広領域でのモ

ニタリングを必要とする。

(1)排出源の数が多い、 (2)違反が広範囲で発生する、といった場合には、違反者が罰則金を
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支払う確率が極めて低くなるため、たとえ繰り返しゲームを展開しでも事態の改善が図られ

るとは考え難い。それでは、環境行政の実施費用を削減するために、どのような改善手段が

残されているだろうか。

一つ目の単純な方法は、「モニタリング対象とする排出源の数を絞る」という手段であろう。

つまり、ある水準以上の排出源のみをモニタリングの対象とし、それ以下の水準の排出源は

モニタリングの対象から除外する。モニタリング対象とする排出源の数を絞り、排出源の規

模に応じた差別的な懲罰制度を設けることにより、大規模な施設が違反を犯した場合の検証

確率を上昇させ、より効率的に汚染物質のコントロールを行うという発想である。実際、現

実の環境規制をみると小規模な施設は一般的にモニタリング対象となっておらず、燃料規制

など別な対応策で済ましていることが多い11)。それにも係らず、こうしたモニタリング対象の

選別を前提とした議論は、環境経済学の分野であまり行われていない。

二つ目の方法は、「行政と企業の問で交渉を行うJという手段である。 Fenn-Veljanovski 

(1988)は、行政と企業が交渉し協力ゲームを展開することにより、環境政策の実施費用の

低下が望めると論ずる。これは、行政が、企業との聞に非協力的な関係を構築し、監視や懲

罰の強化によって環境規制の遵守を強いるのではなく、自らがもっ自由裁量の権限を利用し

て企業との聞に協力的な関係を構築するよう努め、環境規制の遵守を促す方策を探ることを

意味する 12)。例えば、「環境規制が遵守される確率が高まる技術の採用に同意してくれた企業

へは、事故などによって環境規制が非道守となった場合の罰則金を減免するJといった施策

を設けることにより、全ての企業を同列に扱った場合よりも環境政策の実施費用を低下出来

るo 我が国の環境行政においても、「指導Jという形で企業に特定の技術利用を促すことがあ

るが、こうした指導も行政と企業の問の協力ゲームのー形態と見なせる。

三つ目の方法は、「環境規制の遵守にメリットを与えるJという手段である。この典型的な

例は、改めて述べるまでも無く、ごみ問題のディポジット・リファンド・システムである。

製品を購入する段階でディポジットを支払わせ、廃棄を適切に行った場合にリファンドを返

却するシステムを利用することにより、廃棄物を適切に処理するインセンティプを経済主体

に付与することができる。しかし、ディポジット・リファンド・システムの利用問題は、リ

ファンド額を上昇させ回収率を向上させることで単純に済むわけではない。 Dinan(1993)、

Fullerton -Kinnaman (1995)、Walls(2001)で議論がなされているよう 産出物や投入財に

11)例えば、大気汚染防止の総量規制は、小規模な施設は硫黄分の燃料規制により対応を行うと明言され

ている。

12)交渉による解決策が環境政策の実施費用を低下させることは、 Amacher-Malik (1996， 1998)、Har.

ford (2000)、などで示されている。
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対して環境基準を設定することによって、間接的に排出物の量がコントロール出来るかによ

り、ヴァージンマテリアルに対する課税を行うべきかどうか、或いは、環境に優しい投入財

の利用に補助金を提供すべきか、と望ましいシステムは異なったものとなる。

紙面の都合上、ここで全ての研究を紹介することは出来ないが、懲罰制度の設計と環境政

策の実施費用削減の問題は、近年の環境経済学における最もホットな研究課題のーっとなっ

ているo しかし、この分野の研究は1980年代の後半から開始したばかりであり、体系だった

分析が行われていない。まだまだ研究の余地があるようであるo また、司法の強化によって

環境問題の改善を目指すべきなのか、あるいは、行政の裁量権を増し環境問題の改善を目指

すべきなのか、といった大きな問題が関与してくる。

2.3.環境税の利用目的に関する問題点

環境税は、私的限界費用と社会的限界費用の不一致の是正を目的として利用される。この

「外部費用の内部化Jが環境税の利用目的であることは、環境経済学者にとっては当然のこ

とである。しかし、現実の租税の議論において、政策決定者の聞でこうした意識は希薄なよ

うである。

一例として、昨今紙面を賑わせているガソリン税を取上げてみよう。行政当局が、車から

排出される二酸化窒素や浮遊粒子状物質のために大気環境が一向に改善しないと環境改善対

策費を一方で積み上げておきながら、自動車の利便性が増すように他方で道路整備を推進す

るのはダブルスタンダードとは言えないだろうか。本当に大気環境を改善したいのであれば、

ガソリン税を道路整備に充当するのではなく別の用途に利用すべきである問。また仮に、道路

網の拡充が行われているのはもっぱら大気環境があまり問題となっていないなっていない地

方であり、大気環境が劣悪な都市部では道路の維持が主であるというならば、ガソリン税の

目的は都市から地方への財源の移転ということになる。いずれにしても、ガソリン税が外部

費用の内部化を目的にしているとは言い難い。

更に、「道路網の拡充を目的にガソリン税を用いるという時代の要請が終わったのなら、ガ

ソリン税の税率を削減し本来の低税率の水準に戻すべきである」との意見が聞かれるが、こ

れこそ環境税の意味合いを把握していない意見の典型である。意図したかどうかは別にせよ、

13) こうした矛盾が生じる原因は、道路整備事業が、走行時間短縮、走行費用減少、交通事故減少、とい

った便益によって評価され、環境被害の費用が適切に組み込まれていなかったためと考えられる。渋

滞の解消により大気質の改善が望めるとの評価が示唆されることがあるが、この議論は疑わしい。交

通網を拡充することによって交通量が増加してしまい、結果的に大気質の改善があまり望めないとい

うのが一般的であろう。
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高いガソリン税の存在により車の利用が抑えられていることは事実である。従って、税の見

直しによりガソリン税の税率を軽減するならば、車の相対的な利用価値が、他の代替的な交

通機関に比べて上昇するはずである。その結果、車の利用が促進され大気環境は当然悪化す

ることとなるo このようなことは少し考えれば容易に想像出来るはずなのに、上述のような

意見が聞かれる理由は、おそらく、ガソリン税を外部費用の内部化に利用するとの認識が政

策決定者の間で希薄だからである。政策決定者にとっては、税を利用し環境問題を解決する

ということは第二次的な問題であり、徴収した税金をどのように利用するかが第一次的な問

題なのであろう o

環境経済学の分野で、環境税は主として部分均衡分析によって分析されてきた。そこでは、

財の消費から得られる便益(需要曲線の下方の領域)から、生産費用と外部費用を合計した

社会費用(社会限界費用曲線の下方の領域)を差し引いた社会余剰を最大化することが焦点

であった。一方、先に見たよう政策決定者にとっては、徴収した税金をどのように利用する

かが主たる関心事であった。しかし、旧来の環境経済学の分析方法、政策決定者の視点、両

者とも偏った見方である。「外部費用の内部化の問題」と「環境税による税収の利用の問題J

は、本来同時に分析されなければならないはずである。

部分均衡分析では、徴収した税金をどのように利用するかについての議論がまったくなさ

れていない。環境税の税収が微々たるものであり、産業構造・消費構造が課税により殆ど影

響を受けないと考えられるようであれば、部分均衡分析を利用するだけでもさして差し支え

ないだろう。しかし、二酸化炭素税のように税収が大きな水準に及ぶと予想される場合には、

部分均衡分析による議論は不適切となるo

Bovenberg -de Mooij (1994)は、応用一般均衡分析を利用し、歪みをもっ税制下(Distor-

tionary Tax System)では、環境税の最適税率は汚染物質の限界損害費用より低くなること

を示しているo 環境税は限定的な消費活動を対象にした税制であるため、所得税がもっ税制

の歪みをより悪化するように作用す否。このため、所得税も環境税も課税後実質所得を減少

させ労働供給を減少させることとなるが、環境税を利用し税収を調達しようとした場合、所

得税で調達するよりもその程度が大きい。従って、税収の調達手段として眺めた場合、環境

税は所得税より高い社会的費用を必要とする税とみなせる。 Bovenberg-Goulder (1996) 

は、中間財に課税を行うより一般的なケースについて分析を行い、環境税の最適税率が汚染

の社会的限界費用より低くなるという結論を導き出している。論文の後半部分では、米国に

二酸化炭素税導入するシュミレーション分析を実施し、徴収した税金の使途を考慮した場合、

最適税率が二酸化炭素の限界損害費用に比べて 6%から12%程度低くなることを示してい
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る。また、既存の税制を変更できない、或いは、環境税の税収を適切な方法で利用できない、

といったより現実的なシナリオのもとでは、最適税率は一層低い水準になると論じている。

経団連が環境税の導入に反対する大きな理由の一つは、化石燃料の需要の価格弾力性が低

いため、環境税により二酸化炭素の排出量を減少させるためには極めて高率な税を利用しな

ければならず、結果的に経済成長を著しく低下させるというものである。しかし、この議論

は炭素税のみを単独に取上げた議論であり、「炭素税の税収をその他の歪みをもっ税収の減税

に利用出来るJという視点を欠いたものである。佐和(1997) も、この問題点を著書で指摘

している。

なぜ、計量経済モデル分析による炭素税の経済影響の評価が、炭素税に対してネガティプな方向に偏るの

かというと、その最大の理由は、炭素税のリサイクルについての十分な配慮を欠いているからである。例え

ば、二000年に九O年レベルに安定化させるためには、炭素税率を三万六000円(税収十二兆円、五%

の消費税に匹敵)にしなければならず、そのとき経済成長率はo.五%低下するとの推計があるが、このモ

デル分析において炭素税収のリサイクルは必ずしも明示的には想定されていない。もし炭素税収が適切にリ

サイクルにまわされなければ、炭素税の導入が経済成長率を低下させるのは、当然のことだと言わねばなる

まい([あとがき]p.205)。

環境税の利用目的は、あくまでピグーにより提唱された外部費用の内部化であるo しかし、

二酸化炭素税のような税収が大きな環境税については、ここで指摘したよう、徴収した税収

の使途を無視して税率に関する議論をすることは不適当である川。こうした環境税に関して

は、「外部費用の内部化の問題Jと「環境税による税収の利用の問題jを、同時に分析してい

く必要がある。

2.4.環境税の課税負担に関する問題点

税を活用し外部費用の内部化を実現するためには、汚染者が汚染物質の排出量を削減する

水準まで税率を上昇させなければならない。しかし、多くの環境税ではこうした条件を満た

すほど高い税率が設定されていない。例えば、ごみの収集時に家計に指定ごみ袋の利用を義

務付ける自治体の数が多くなってきたが、指定ごみ袋の価格水準は、その製造コスト程度に

低く抑えられている(山谷修作他 2000)。税率を上昇させれば環境改善は望めそうだが、現

14)例えば、 OECD加盟国の問で環境税の税収(主に石油)は、 GDP比約2%、総税収の4---10%に及んで

いる (OECD1999)。
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実にはそのような高い税率は課されていない。どうして、外部費用の内部化が実現されるよ

うな水準まで、税率を上げることが出来ないのだろうか。幾つか要因が考えられるだろう。

第 1に、生活をすればごみは必ず発生するし、世帯内の人数が増加すればごみの量は当然

増加する。従って、ごみに対する課税は、所謂人頭税としての側面を兼ね備える。こうした

点に配慮をせずに、ごみの発生量に応じて一律に高額の料金を徴収するという政策は、まず

受け入れられないだろう。全世帯に広く浅く負担を負わせるか、或いは、一定水準の量まで

のごみ廃棄は非課税とするか、といった政策を用いることが現実的であろう 1九最低限の生活

を営む上で発生する汚染物質に対して、高額な税率を課すことは政策のオプションとして考

慮される可能性は少ない。第2に、ごみ袋に対して高い税率を課すというアイデアは、「ごみ

廃棄の量を削減するために、家計がどのような対処方法を持ちうるかjといった視点を欠い

た議論であるo 自家処理やリサイクルといった代替的な対処方法を用いてごみの廃棄量を削

減する手段を家計が持ち合わせていない場合、高額な税に対して、家計は不法投棄により対

処するだろう。この場合、不法投棄による社会的費用が課税による汚染物質削減の便益を上

回り、却って社会的費用が大きくなる可能性がある。

ごみ袋課税の例のように、利用しうる環境税の税水準に制限がある時は、環境税単独で環

境問題の解決は図ることは望めない。他の環境政策を併用し、環境問題の改善を目指すこと、

ポリシーミックによる対応が必要となる 16)。

本稿の冒頭で説明したよう経済学者が環境税の利用を提唱する理由は、環境税を課すこと

により、全汚染源の汚染物質の限界削減費用を同一化し、一定量の汚染物質削減費用を最小

化することが出来るからであるo しかし、実際の環境政策がこうした効率性を主眼に設計出

来ているだろうか。残念ながら適切な議論が展開されていない可能性が極めて高い。例えば、

本稿の第1章「概念的な環境税と現実の環境税の相違Jでも紹介をしたよう、「環境税の導入

にあたり、税負担が大きくなる産業・企業に減免措置を設け、負担の平準化を目指すべきだJ

といった政策が選択されるo しかし、これは極めて問題のある政策である。繰り返しになる

が、環境税を利用するのそもそもの趣旨は、「なるべく少ない社会的費用で汚染物質の削減を

行うJことである。そこでは、「誰がどの程度の税負担を負っているかJは問題にすべきでな

い。公平性の視点から、税負担の水準を問題視する人がいるが、これは誤った見解である。

一例を引いて再考してみよう。

15)実際、ごみ袋税を利用している自治体ではこうした対応策がとられている。

16)例えば、ごみ袋税とその他の税をどのような割合で組合せられるのかが問題となってくる。
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r1700年代末に、北部諸州が奴隷制度を廃止したとき、公平性の名において、元奴隷は元所有者に損害補

償をすべしとの考え方が広がった。それから70年後、南北戦争が終わってみると、元奴隷所有者への補償ど

ころではなくなっていた。ひとつには南部が戦争に大敗し、まともに要求を突きつけられる状態ではなかっ

たためであり、また国の倫理観が進化し、奴隷制度は悪いものという認識が広がったためでもある。だれも、

不公正で搾取的な利益が失われたことに補償をするいわれはないという気分になっていたのだ。J(スティー

ヴン・ランズパーグ 1998、傍点筆者)

上述の例を応用するなら、環境税の負担の減免を求める企業の要求は、「今まで被害を受け

てきた住民が、今まで環境汚染を引き起こしてきた企業に、損害補償をすべきであるJと言

い換えることが出来る。果たして、これが公平性の名における要求といえるだろうか。

そもそも環境汚染を発生させる権利など何人にも認められないはずである 17)。また、先述し

たごみ廃棄の例の基本的人権・生存権的な視点から、特定の産業・企業に汚染物質を排出す

る権利を付与することも考えられない。従って、環境税の利用に際し、「誰がどれだけの税を

納める必要があるかを議論し、課税負担の平準化を目的に減免措置を導入すべしJとの議論

は、「奴隷が奴隷商人に損害補償をすべしJとの議論と同一である。こうした議論は、効率性

という環境税の本来の趣旨を無視しているだけでなく、公平性をも履き違えていると言える。

3.むすび

環境問題を是正する方法として、ピグーは環境税の利用を提唱した。その後80年が経過し

たが、これまでの所、環境政策の手段として環境税の利用は限定的である。本稿で論じたよ

う、これには大きく分けて 2つの理由がある。

第 1の理由は、環境政策の手段として利用しようと考えた場合、環境経済学での環境税に

関する議論が余りに概念的であったというものであるo 環境税が実際の政策手段として利用

されるために、経済学者は環境税の議論をより精微化していく必要がある。この点に関して、

本稿では 4つの改善点を述べた。第 1に、経済学者は「何に課税を行いうるかJという点に

配慮しなければならない。従来の環境経済学の分析では、汚染物質に対する課税を想定して

きたが、現実的には汚染物資に対し課税出来るケースは例外的なケースである。汚染物質の

補完財に課税をするのであれば、いままで環境経済学の分野で提唱されてきた政策の見直し

が必要となるo 第 2に、経済学者は「どのような懲罰メカニズムを利用できるか」というこ

とにも配慮しなければならない。単純に考えると、懲罰メカニズムの問題は罰則規定の強化

17)アメリカの酸性雨プログラムでも、排出権という用語は使われておらず、汚染物質の排出が許される

とのニュアンスを組み込むために「アロウワンス取号Uという用語が使われている。
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により回避出来そうであるが、こうした対応は多大な政策の実施費用を要するために、現実

的には困難である。環境政策の手段として環境税を利用していくために、懲罰メカニズムの

設計を含め、環境税の利用方法を再検討する必要がある。第3に、経済学者は「環境税の税

収をどのように利用するかJということにも配慮しなければならない。取り分け税収が大き

な二酸化炭素税のような環境税に関しては、既存の税制との関係を考慮した上で税水準を議

論する必要がある。環境税の税収の使途を考慮せずに税負担の水準を議論する時、誤った政

策が採択される可能性が高い。最後に、経済学者は「環境税の税率に制限がある」という状

況を想定する必要があるo こうした場合、環境税単独で環境問題の解決することは望めない

ため、経済学者は、他の政策との併用で環境問題を解決していく手段を提示しなければなら

ない。

以上が環境経済学の分野での分析方法の改善点であるが、環境政策の手段として実際に環

境税の利用していくためには、これらの分析方法の改善だけでは不十分であるo それは、政

策決定者の間で環境税に関する理解が不足しているためであるo この政策決定者の理解不足

が、環境税の利用を限定的にしている第2の要因であるo政策決定者は、税収の使途ばかりに

関心を払い、そもそも何のために課税をしているのかを忘れ議論することがある。環境税の

利用目的は、外部費用の内部化、つまり環境問題の改善である。税収をあげる、あるいは、

徴収した税金を利用する、ということは、本来第二義的な問題のはずである。また、環境税

を環境政策として利用する理由は、少ない社会的費用で汚染物質の削減を目指すことである。

そこでは、誰がどれだけの税金を納めるかは、問題視すべきでない。税負担水準の平準化を

唱える政策は、誤った公平性の定義に依拠したものである。
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